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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
牧
義
夫
君
提
出
神
宮
外
苑
再
開
発
計
画
に
お
け
る
秩
父
宮
ラ
グ
ビ
ー
場
の
移
転
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

令
和
六
年
二
月
七
日
時
点
に
お
い
て
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）

か
ら
文
部
科
学
大
臣
に
対
し
、
秩
父
宮
ラ
グ
ビ
ー
場
に
係
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
。
以
下

「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
重
要
な
財
産
の
処
分
等
の
認
可
（
以
下
「
財
産
処
分
の
認
可
」
と

い
う
。
）
の
申
請
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。 

一
の
２
に
つ
い
て 

 
 

秩
父
宮
ラ
グ
ビ
ー
場
に
係
る
財
産
処
分
の
認
可
の
申
請
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
を
含
む
関
係
事
業
者
間
に
お
け

る
協
議
の
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

一
の
３
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
事
業
は
、
東
京
都
が
策
定
し
た
「
東
京
二
〇
二
〇
大
会
後
の
神
宮
外
苑
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
指
針
」
等
を
踏
ま

え
、
セ
ン
タ
ー
が
関
係
自
治
体
及
び
関
係
事
業
者
と
協
議
し
な
が
ら
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す



 

２ 

 

る
立
場
に
な
い
。 

一
の
４
の
前
段
及
び
５
に
つ
い
て 

 
 

通
則
法
第
四
十
八
条
の
趣
旨
は
、
独
立
行
政
法
人
が
重
要
な
財
産
の
処
分
等
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
こ
れ
を
主
務
大
臣

の
認
可
に
係
ら
し
め
、
当
該
処
分
等
が
当
該
法
人
の
業
務
運
営
を
阻
害
し
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ

り
、
秩
父
宮
ラ
グ
ビ
ー
場
に
係
る
財
産
処
分
の
認
可
に
つ
い
て
も
、
そ
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
と
考
え

て
い
る
。 

一
の
４
の
後
段
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
国
民
の
声
を
聴
く
」
の
具
体
的
な
内
容
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
実
施
す
る
予
定
は
な
い
。 

二
及
び
四
の
後
段
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
権
利
変
換
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
を
含
む
関
係
事
業
者
間
で
協
議
中
で
あ
る
と
承
知

し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
「
秩
父
宮
ラ
グ
ビ
ー
場
の
資
産
価
値
」
及
び
「
取
得
予
定
の
資
産
価
値
」
に
つ
い

て
は
、
今
後
、
セ
ン
タ
ー
か
ら
財
産
処
分
の
認
可
の
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
予
定
で
あ



 

３ 

 

る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

四
の
前
段
に
つ
い
て 

 
 

秩
父
宮
ラ
グ
ビ
ー
場
の
移
転
に
伴
い
新
設
さ
れ
る
ラ
グ
ビ
ー
場
の
用
に
供
す
る
土
地
及
び
建
物
を
取
得
す
る
予
定
で
あ
る

と
承
知
し
て
い
る
。 


